
別紙 別表１

（け）審査請求人の主張

（こ）実施機関の主張

開示しないこととされた部分は非開示情報に該当しない

添付した医療費の明細ではないため

更に、令和１年６月に「A薬局」が同額で重複している、のと、令和１年11月の間に１月はありえず正しい記録とは考えられないため。

また、平成29年６月に「Bクリニック」に〇〇（ＮＰＯ法人〇〇職員・当時）に連れて行かれ受診しているが、その記載がないため。

平成29年９月に天王寺区の協力医であるBクリニックにて診断書を作成につきの診療にかかる医療費の記載があるはずなのにないため

①　本件決定において特定した情報について

審査請求人は、実施機関が審査請求人に送付した令和元年５月から同年10月までの医療費の明細（「医療費のお知らせ」）を添付して本件請求を行った。

「医療費のお知らせ」は、医療費の額を生活保護の受給者に知らせるための文書であり、福祉局生活福祉部保護課で作成された後、実施機関を経由して、そのまま

生活保護の受給者に送付されている。天王寺区役所では、生活保護システムに記録されている医療機関からの請求記録を別途保有していることから、「医療費のお

知らせ」の写しを保存する必要がなく、実際に保有していない。

よって、本件情報を「生活保護における医療費の明細」が確認できる情報として、生活保護システムに記録されている医療機関からの請求記録を特定した上で開示

したものである。

②　審査請求人の主張について

審査請求人が主張する、令和元年６月における薬局の重複については、診療報酬の審査支払機関において診療報酬明細の返戻を受けた薬局が再請求を行った事実が

記載されたものであり、生活保護システムに記録され実施機関が保有している審査請求人の個人情報である。

また、平成29年６月に「Bクリニック」が記載されていないという点については、審査請求人が生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づく医療扶助として医療

を受けていないためである。生活保護法第15条に定められた医療扶助は現物給付により行われ、生活保護実施機関は公費負担者番号や生活保護受給者の氏名、生年

月日、受給者番号等を記載した医療券を発行し、医療機関に生活保護受給者に対する医療扶助を委託することとなるが、実施機関は同月に審査請求人の「Bクリ

ニック」における医療扶助のための医療券を発行していない。

したがって、医療扶助の委託のための費用が「Bクリニック」から請求された事実もない。

（き）

開示しないこととした理由、不存在とした理由

（く）

審査請求

日

（お）

決定

（か）

開示請求に係る保有個人情報及び開示しないこととした部分

大阪市天王寺区保健福祉センターが平成28年９月27日付けで請求人

の生活保護を開始したのち、請求人に対し医療扶助を行ったことに

要した費用の月別、医療機関別明細書

令和３年

10月５日

【ア～ウを開示しないこととした理由】

旧条例第19条第２号に該当

（説明）

開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請

求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することができない

が、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあると認められ、かつ同号た

だし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないため

【エ・オを開示しないこととした理由】

旧条例第19条第３号に該当

（説明）

法人等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であって、公に開示することにより偽造等の

おそれがあり、当該法人等の事業運営が損なわれるおそれがあると認められ、かつ同号ただし書にも該当しない

ため。

【カを開示しないこととした理由】

旧条例第19条第６号に該当

（説明）

本市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する

情報であって、開示することにより、開示請求者が不信感を抱き、その結果、当該事務又は事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるため。

【キを開示しないこととした理由】

旧条例第19条第６号に該当

（説明）

本市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する

情報であって、開示することにより、関係機関が情報提供に消極的となって、その結果、正確な事実の把握が困

難になり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

【クを開示しないこととした理由】

旧条例第19条第６号に該当

（説明）

本市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する

情報であって、開示することにより、申請者が財産の隠蔽や処分等を行い、差押え等を回避することが容易とな

り、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

【ケを開示しないこととした理由】

旧条例第19条第６号に該当

（説明）

本市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する

情報であって、開示することにより、申請者が財産の隠蔽や処分等を行い、差押え等を回避することが容易とな

り、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

項番
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1

2 R3-58

令和３年

10月27日

付け大天

保生第

1639号

令和３年

10月７日

付け大東

住保護第

794号

R3-47

【開示請求に係る保有個人情報】

①東住吉区における生活保護に関するケース記録票（平成24年９月

５日～平成24年10月25日分）（ただし、新規申請調査ケース記録票

⑴～⑹及びケース記録票（平成24年９月18日）を除く。）

（以下「本件情報１ー１」という。）

②「関係先照会決裁書（兼同意書使用決裁書）」（以下「本件情報

１－２」という。）

③「生活保護法第29条に基づく調査について（回答）」（以下「本

件情報１－３」という。

④「親族にかかる戸籍関係書類」（以下「本件情報１－４」とい

う。）

⑤「診療状況について（回答）（平成24年９月12日付）」（以下

「本件情報１－５」といい、本件情報１－１から本件情報１－５ま

でをあわせて「本件情報１」という。）

【開示しないこととした部分】

ア　本件情報１ー１のうち開示請求者以外の氏名及び面談内容等

イ　本件情報１ー３のうち開示請求者以外の氏名、性別、生年月日

等の情報

ウ　本件情報１－４のうち開示請求者以外の個人に関するすべての

情報

エ　本件情報１－３のうち開示請求者が資産申告書に記載した照会

先の金融機関及び保険会社にかかる印影

オ　本件情報１－５のうち担当医師の印影の情報

カ　本件情報１ー１のうち担当者が記載した開示請求者に対する評

価及び所見の情報

キ　本件情報１ー１のうち開示請求者本人の生活状況に関して、

サービス事業者等からの任意の情報提供にかかる部分の情報

ク　本件情報１ー２のうち開示請求者が資産申告書に記載していな

い照会先の金融機関名及び保険会社名、調査項目、回答内容、印影

等」の情報

ケ　本件情報１－３のうち開示請求者が資産申告書に記載していな

い照会先の金融機関名及び保険会社名、調査項目、回答内容、印影

等」の情報

①　旧条例第19条第２号該当性について

　本件情報１のうち審査請求人以外の氏名及び面談内容等の情報、及び親族にかかる戸籍関係書類に関して、開示請求者以外の個人に関する氏名、生年月日、住所

等の情報、並びに本件情報３のうち審査請求人以外の氏名、性別、生年月日等の情報は、審査請求人以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により審査請求人以外の特定の個人を識別することができるもの又は審査請求人以外の特定の個人を識別することができないが、開示する

ことにより、なお審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため、条例第19条第２号に該当する非開示情報であると判断した。

②　旧条例第19条第３号該当性について

　本件情報３のうち審査請求人が資産申告書に記載した照会先の金融機関及び保険会社にかかる印影の情報、及び本件情報５のうち担当医師の印影の情報は、法人

等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であって、開示することにより偽造等のおそれがあり、当該法人等の事業運営が損なわれるおそれが

あると認められるため、条例第19条第３号に該当する非開示情報であると判断した。

③　旧条例第19条第６号該当性について

　本件情報１のうち担当者が記載した審査請求人に対する評価及び所見の情報は、審査請求人の援助方針、実施機関等の審査請求人に対しての所見、審査請求人へ

の評価に関する情報が記載されており、その内容が審査請求人の認識と異なる場合、開示すると実施機関と審査請求人との間の信頼関係が損なわれ、今後の生活保

護事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第19条第６号に該当する非開示情報であると判断した。

　本件情報１のうち審査請求人本人の生活状況に関して、サービス事業者等の関係機関からの任意の情報提供にかかる部分の情報について、これらの情報を審査請

求人に開示すると、関係機関と実施機関との信頼関係を著しく害し、今後、関係機関からの情報提供を受けられなくなり、生活保護事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがある。また、本人の支援を行う関係者からの情報を開示することにより、当該関係者と審査請求人との信頼関係が損なわれるなど、生活保護法の目的の

一つである自立の助長に向けた支援を行う際に支障を生じるおそれがあるため、条例第19条第６号に該当する非開示情報であると判断した。

　本件情報２及び本件情報３のうち審査請求人が資産申告書に記載していない照会先の金融機関名及び保険会社名、調査項目、回答内容、印影等の情報について、

これらの情報を審査請求人に開示すると、生活保護の申請者が財産の隠蔽や処分等を行い、差押え等を回避することが容易となり、また生活保護法（昭和25年法律

第144号）第４条に規定されている利用し得る資産の把握が困難となり、今後の生活保護事務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるため、条例第19条第６号に

該当する非開示情報であると判断した。

令和３年

９月８日

令和３年

９月８日

生活保護における

医療費の明細

2012年８月～現

在まで（天王寺

区）

令和３年７月

16日付け大東

住保護第421

号部分開示

東住吉区生活支援

担当が保有する私

の2012年８月～

10月までの記録

令和３年

7月２日

令和３年９月

21日付け大天

保生第1586号

全部開示



（け）審査請求人の主張

（こ）実施機関の主張

（き）

開示しないこととした理由、不存在とした理由

（く）

審査請求

日

（お）

決定

（か）

開示請求に係る保有個人情報及び開示しないこととした部分
項番

（あ)諮問

受理番号

（い）

諮問

（う）

開示請求

日

（え）

開示請求書に記載

された保有個人情

報を特定するに足

りる事項

決定した情報以外に特定すべき情報があるため。2016年７月30日の「面会記録」があるはずなのに含まれていないため。天王寺区と旭区で独自の表紙の台帳があ

るはずだ。

１　本市における療育手帳制度について

　療育手帳制度は、国の通知「療育手帳制度について」(昭和48年９月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知）及び「療育手帳制度の実施について」（昭和48

年９月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知）に基づき、各自治体が基準を定めて実施している。

　本市においては、療育手帳の交付等に関し必要な事項を「大阪市療育手帳交付規則」（平成23年9月2日規則第106号）により定め、同規則の施行について必要な

事項を「大阪市療育手帳交付要綱」（昭和60年12月16日制定。以下「要綱 」という。）により定めている。

　療育手帳制度の目的は、国の通知「療育手帳制度について」（昭和48年９月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知）にて定める「療育手帳制度要綱」におい

て、知的障がい児・者に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、これらの者に対する各種の援助措置を受け易くするため、知的障がい児・者に手帳を交付

し、もって知的障がい児・者の福祉の増進に資することとされている。

２　「知的障害者（児）指導台帳」について

　本市においては要綱第８条に「この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉局長が定める。」としており、今回、審査請求人が求めている「知的障害者

（児）指導台帳」に係る事務処理はこれに該当する。福祉局長が要綱第８条に基づき作成した「療育手帳　交付事務の手引き（事務処理の方法）」では、各区保健

福祉センターに本市の療育手帳の判定機関であるこども相談センターまたは心身障がい者リハビリテーションセンターから「判定結果通知書」が送付されたら「知

的障害者（児）指導台帳」を作成することとしている。「知的障害者(児)指導台帳」には、療育手帳の交付を受けた者について氏名・生年月日・住所、療育手帳の

判定結果や身体障害者手帳の交付状況、その他の事業の受給状況等が記される。

　また、市内の区間異動があった場合の事務処理として、「知的障害者(児)指導台帳」及び付随する書類を転出区から転入区へ送付することとしている。

　実施機関では、審査請求人にかかる療育手帳の関係書類である「知的障害者(児)指導台帳」及び付随する書類を保有していることから、本件処分を行った。

　なお、本件情報以外に、審査請求人に係る「平成26年7月30日付け面会記録」については、そもそも天王寺区への転入時点における転出区である旭区から天王寺

区に送付された「知的障害者（児）指導台帳」及び付随する書類には含まれていないため、存在自体知らず、かつ保有もしていない。

　また、先述した療育手帳の交付事務の目的からも当該文書を取得する必要もなく、申請手続き上においても必要としない。

　審査請求にかかる「天王寺区独自の知的障害者（児）指導台帳の表紙」については、審査請求人の大阪市内での他区への転出に伴い、「知的障害者（児）指導台

帳」と併せて転入区へ移管されることから、天王寺区独自のものはなく、本件処分を行った開示文書に含まれていると解している。

決定した情報以外に特定すべき情報があるため。2016年７月30日の「面会記録」があるはずなのに含まれていないため。天王寺区と旭区で独自の表紙の台帳があ

るはずだ。

１　本市における療育手帳制度について

　療育手帳制度は、国の通知「療育手帳制度について」(昭和48年９月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知）及び「療育手帳制度の実施について」（昭和48

年９月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知）に基づき、各自治体が基準を定めて実施している。

　本市においては、療育手帳の交付等に関し必要な事項を「大阪市療育手帳交付規則」（平成23年9月2日規則第106号。）により定め、同規則の施行について必要

な事項を「大阪市療育手帳交付要綱」（昭和60年12月16日制定。以下「要綱 」という。）により定めている。

　療育手帳制度の目的は、国の通知「療育手帳制度について」(昭和48年９月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知）にて定める「療育手帳制度要綱」におい

て、知的障害児(者)に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、これらの者に対する各種の援助措置を受け易くするため、知的障害児(者)に手帳を交付し、

もって知的障害児(者)の福祉の増進に資することとされている。

２　「知的障害者(児)指導台帳」について

　本市においては要綱第８条に「この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉局長が定める。」としており、今回、審査請求人が求めている「知的障害者(児)

指導台帳」に係る事務処理はこれに該当する。福祉局長が要綱第８条に基づき作成した「療育手帳交付事務の手引き（事務処理の方法）」では、各区保健福祉セン

ターに本市の療育手帳の判定機関であるこども相談センターまたは心身障がい者リハビリテーションセンターから「判定結果通知書」が送付されたら「知的障害者

(児)指導台帳」を作成することとしている。「知的障害者(児)指導台帳」には、療育手帳の交付を受けた者について、氏名・生年月日・住所、療育手帳の判定結果

や身体障害者手帳の交付状況、その他の事業の受給状況等が記される。また市内の区間異動があった場合の事務処理として、「知的障害者(児)指導台帳」及び付随

する書類を転出区から転入区へ送付することとしている。

３　本決定の理由

　実施機関では、審査請求人にかかる療育手帳の関係書類である「知的障害者(児)指導台帳」の写し及び付随する書類の写しを保有していることから、本件処分を

行った。なお、本件情報以外に、審査請求人に係る「平成26年7月30日付け面会記録」については、そもそも当区への転入時点における転出区である東住吉区から

当区に送付された「知的障害者(児)指導台帳」及び付随する書類には含まれていないため存在自体知らず、かつ保有もしていない。

　また、先述した療育手帳の交付事務の目的からも当該文書を取得する必要もなく、申請手続き上においても必要としない。

　審査請求にかかる「旭区独自の知的障害者(児)台帳の表紙」については、審査請求人の大阪市内他区への転出に伴い「知的障害者(児)指導台帳」と併せて転入区

へ移管されることから、旭区独自のものはなく、本件処分を行った開示文書に含まれていると解している。

旭区役所が保有す

る知的障害者

（児）指導台帳

（表紙を含むすべ

て）（表紙右上部

の囲い内が判別可

能な複写）

令和3年

９月16日

令和３年９月

29日付け大旭

保福第277号

全部開示

令和３年

10月18日

【開示請求に係る保有個人情報】

旭区役所が保有する知的障害者（児）指導台帳（表紙を含むすべ

て）

4 R3-61

令和３年

11月16日

付け大旭

保福第

357号

3 R3-57

令和３年

10月25日

付け大天

保福第

180号

令和３年

10月18日

令和３年

９月16日

天王寺区役所が保

有する知的障害者

（児）指導台帳

（表紙を含むすべ

て）（表紙右上部

の囲い内が判別可

能な複写）

令和３年９月

27日付け大天

保福第154号

全部開示

【開示請求に係る保有個人情報】

天王寺区役所が保有する知的障害者（児）指導台帳



（け）審査請求人の主張

（こ）実施機関の主張

（き）

開示しないこととした理由、不存在とした理由

（く）

審査請求

日

（お）

決定

（か）

開示請求に係る保有個人情報及び開示しないこととした部分
項番

（あ)諮問

受理番号

（い）

諮問

（う）

開示請求

日

（え）

開示請求書に記載

された保有個人情

報を特定するに足

りる事項

生活保護の個人情報（ケース記録など）が区ごとで管理されているのと同様、この台帳も旭区に引き継がず、東住吉区にあるはず。

１　本市における療育手帳制度について

　療育手帳制度は、国の通知「療育手帳制度について」(昭和48年９月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知）及び「療育手帳制度の実施について」（昭和48

年９月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知）に基づき、各自治体が基準を定めて実施している。

　本市においては、療育手帳(以下「手帳」という。)の交付等に関し必要な事項を「大阪市療育手帳交付規則」（平成23年9月2日規則第106号。以下「規則 」とい

う。）により定め、同規則の施行について必要な事項を「大阪市療育手帳交付要綱」（昭和60年12月16日制定。以下「要綱 」という。）により定めている。

２　「知的障害者（児）指導台帳」について

　本市においては要綱第８条に「この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉局長が定める。」としており、今回、審査請求人が求めている「知的障害者(児)

指導台帳」に係る事務処理はこれに該当する。福祉局長が要綱第８条に基づき作成した「療育手帳交付事務の手引き（事務処理の方法）」（以下「手引き」とい

う。）では、各区保健福祉センターに本市の療育手帳の判定機関 であるこども相談センターまたは心身障がい者リハビリテーションセンターから「判定結果通知

書」が送付されたら「知的障害者（児）指導台帳」を作成することとしている。また手引きでは、市内の区間異動があった場合の事務処理として、「知的障害者

(児)指導台帳」及び付随する書類を転出区から転入区へ送付することとしている。

　以上の取り扱いにより、審査請求人に係る「知的障害者(児)指導台帳」及び付随する書類は、審査請求人が平成26年12月10日に東住吉区から旭区に転出されたこ

とにより、旭区に引き継いだことから東住吉区役所には存在しない。

　審査請求人は本件審査請求の理由として「生活保護の個人情報（ケース記録など）が区ごとで管理されているのと同様、この台帳も旭区に引き継がず、東住吉区

にあるはず。」と主張しているが、実施機関では要綱及び手引きに基づき事務処理を行っているため、その個人情報は保有していない。

5 R3-60

令和３年

11月12日

付け大東

住保福第

312号

令和３年

９月16日

東住吉区役所が保

有する知的障害者

（児）指導台帳

（表紙を含むすべ

て）（表紙右上部

の囲い内が判別可

能な複写）

令和３年９月

30日付け大東

住保福第252

号不存在によ

る非開示

【開示請求に係る保有個人情報】

東住吉区、旭区、天王寺区が保有する知的障害者（児）指導台帳

（表紙を含むすべて）（東住吉区に係るものについて）

【不存在とした理由】

請求された知的障害者（児）指導台帳及び付随する書類は、対象者が平成26年12月10日に東住吉区から旭区に転

出されたことにより、旭区に引き継がれ㋐ことから東住吉区に存在しないため

令和３年

10月15日


